
長久手中央２号公園　

ストリートスポーツ使用可能範囲図
＜凡例＞

・・・本公園の主要動線

・・・ストリートスポーツ使用可能範囲（案１）

・・・ストリートスポーツ使用可能範囲（案２）

・・・ストリートスポーツ使用可能範囲（案３）

＜公園利用における案内＞

◆利用可能エリアでのみ、ストリートスポーツ（スケボー等）をご利
用ください。なお、公園の主要動線、休養エリアではご利用いただ
けません。

◆他の公園利用者の利用等の妨げとなるような行為（迷惑行為）は禁
止とします。

◆次のような行為は公園施設の破損・汚損・破損に繋がる可能性があ
るため、禁止とします。
＜例：石階段へのロウ塗り、ウッドデッキ上でストリートスポーツで遊
ぶ、手すり及びコンクリートベンチを利用してストリートスポーツで遊
ぶ　など＞

公園管理者　長久手市

・・・休養エリア
（案）
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